


 

 

さいたま市規則第５８号 

   さいたま市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則 

 さいたま市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則（平成１３年さいたま市規則

第５３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（管理職員特別勤務手当の額等） （管理職員特別勤務手当の額等） 

第２条 条例第２５条第３項第１号の規則で定める

額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。ただし、勤務に従事した時

間が４時間に満たない場合は、当該額に１００分

の５０を乗じて得た額とする。 

第２条 条例第２５条第３項第１号の規則で定める

額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。ただし、勤務に従事した時

間が４時間に満たない場合は、当該額に１００分

の５０を乗じて得た額とする。 

 ⑴ 行政職給料表の適用者でさいたま市職員の管

理職手当に関する規則（平成１３年さいたま市

規則第４１号）別表の手当額欄に定める額（以

下「管理職手当額」という。）が１４５，００

０円から１２０，０００円までの区分のもの、

医療職給料表⑴の適用者で管理職手当額が１５

２，０００円から１３２，０００円までの区分

のもの、医療職給料表⑵の適用者で管理職手当

額が１００，０００円の区分のもの、医療職給

料表⑶の適用者で管理職手当額が１１２，００

０円から１００，０００円までの区分のもの、

消防職給料表の適用者で管理職手当額が１４５

，０００円から１２０，０００円までの区分の

もの、さいたま市一般職の任期付職員の採用及

び給与の特例に関する条例（平成２１年さいた

ま市条例第３５号。以下「任期付職員給与条例

」という。）第７条第１項に規定する給料表（

以下「任期付職員給料表」という。）の６号給

及び７号給を受ける者並びに同条第３項の規定

による給料月額（同条第４項の規定の適用があ

る場合にあっては、その適用後の給料月額）を

受ける者 １２，０００円 

 ⑴ 行政職給料表の適用者でさいたま市職員の管

理職手当に関する規則（平成１３年さいたま市

規則第４１号）別表の手当額欄に定める額（以

下「管理職手当額」という。）が１３７，００

０円から１１２，０００円までの区分のもの、

医療職給料表⑴の適用者で管理職手当額が１５

２，０００円から１３２，０００円までの区分

のもの、医療職給料表⑵の適用者で管理職手当

額が１００，０００円の区分のもの、医療職給

料表⑶の適用者で管理職手当額が１１２，００

０円から１００，０００円までの区分のもの、

消防職給料表の適用者で管理職手当額が１３７

，０００円から１１２，０００円までの区分の

もの、さいたま市一般職の任期付職員の採用及

び給与の特例に関する条例（平成２１年さいた

ま市条例第３５号。以下「任期付職員給与条例

」という。）第７条第１項に規定する給料表（

以下「任期付職員給料表」という。）の６号給

及び７号給を受ける者並びに同条第３項の規定

による給料月額（同条第４項の規定の適用があ

る場合にあっては、その適用後の給料月額）を

受ける者 １２，０００円 

 ⑵ 行政職給料表の適用者で管理職手当額が１０

８，０００円から８０，０００円までの区分の

もの、医療職給料表⑴の適用者で管理職手当額

 ⑵ 行政職給料表の適用者で管理職手当額が１０

０，０００円から７７，０００円までの区分の

もの、医療職給料表⑴の適用者で管理職手当額



 

 

が１３１，０００円から８０，０００円までの

区分のもの、医療職給料表⑵の適用者で管理職

手当額が９０，０００円から７８，０００円ま

での区分のもの、医療職給料表⑶の適用者で管

理職手当額が８９，０００円から６８，０００

円までの区分のもの、消防職給料表の適用者で

管理職手当額が１０８，０００円から８０，０

００円までの区分のもの並びに任期付職員給料

表の４号給及び５号給を受ける者 １０，００

０円 

 ⑶ 行政職給料表の適用者で管理職手当額が６８

，０００円から６５，０００円までの区分のも

の、医療職給料表⑵の適用者で管理職手当額が

６９，０００円の区分のもの、消防職給料表の

適用者で管理職手当額が６８，０００円から６

５，０００円までの区分のもの及び任期付職員

給料表の１号給から３号給までを受ける者 ８

，０００円 

が１３１，０００円から８０，０００円までの

区分のもの、医療職給料表⑵の適用者で管理職

手当額が９０，０００円から７８，０００円ま

での区分のもの、医療職給料表⑶の適用者で管

理職手当額が８９，０００円から６８，０００

円までの区分のもの、消防職給料表の適用者で

管理職手当額が１００，０００円から７７，０

００円までの区分のもの並びに任期付職員給料

表の４号給及び５号給を受ける者 １０，００

０円 

 ⑶ 行政職給料表の適用者で管理職手当額が６５

，０００円の区分のもの、医療職給料表⑵の適

用者で管理職手当額が６９，０００円の区分の

もの、消防職給料表の適用者で管理職手当額が

６５，０００円の区分のもの及び任期付職員給

料表の１号給から３号給までを受ける者 ８，

０００円 

２ 条例第２５条第３項の規則で定める勤務は、同

条第１項の勤務に従事した時間が６時間を超える

場合の勤務とする。 

２ 条例第２５条第３項第１号の規則で定める勤務

は、勤務に従事した時間が６時間を超える場合の

勤務とする。 

  

第３条 条例第２５条第３項第２号の規則で定める

額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

第３条 条例第２５条第３項第２号の規則で定める

額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

 ⑴ 行政職給料表の適用者で管理職手当額が１４

５，０００円から１２０，０００円までの区分

のもの、医療職給料表⑴の適用者で管理職手当

額が１５２，０００円から１３２，０００円ま

での区分のもの、医療職給料表⑵の適用者で管

理職手当額が１００，０００円の区分のもの、

医療職給料表⑶の適用者で管理職手当額が１１

２，０００円から１００，０００円までの区分

のもの、消防職給料表の適用者で管理職手当額

が１４５，０００円から１２０，０００円まで

の区分のもの、任期付職員給料表の６号給及び

７号給を受ける者並びに任期付職員給与条例第

７条第３項の規定による給料月額（同条第４項

の規定の適用がある場合にあっては、その適用

後の給料月額）を受ける者 ６，０００円 

 ⑴ 行政職給料表の適用者で管理職手当額が１３

７，０００円から１１２，０００円までの区分

のもの、医療職給料表⑴の適用者で管理職手当

額が１５２，０００円から１３２，０００円ま

での区分のもの、医療職給料表⑵の適用者で管

理職手当額が１００，０００円の区分のもの、

医療職給料表⑶の適用者で管理職手当額が１１

２，０００円から１００，０００円までの区分

のもの、消防職給料表の適用者で管理職手当額

が１３７，０００円から１１２，０００円まで

の区分のもの、任期付職員給料表の６号給及び

７号給を受ける者並びに任期付職員給与条例第

７条第３項の規定による給料月額（同条第４項

の規定の適用がある場合にあっては、その適用

後の給料月額）を受ける者 ６，０００円 

 ⑵ 行政職給料表の適用者で管理職手当額が１０

８，０００円から８０，０００円までの区分の

もの、医療職給料表⑴の適用者で管理職手当額

が１３１，０００円から８０，０００円までの

区分のもの、医療職給料表⑵の適用者で管理職

手当額が９０，０００円から７８，０００円ま

での区分のもの、医療職給料表⑶の適用者で管

理職手当額が８９，０００円から６８，０００

円までの区分のもの、消防職給料表の適用者で

管理職手当額が１０８，０００円から８０，０

 ⑵ 行政職給料表の適用者で管理職手当額が１０

０，０００円から７７，０００円までの区分の

もの、医療職給料表⑴の適用者で管理職手当額

が１３１，０００円から８０，０００円までの

区分のもの、医療職給料表⑵の適用者で管理職

手当額が９０，０００円から７８，０００円ま

での区分のもの、医療職給料表⑶の適用者で管

理職手当額が８９，０００円から６８，０００

円までの区分のもの、消防職給料表の適用者で

管理職手当額が１００，０００円から７７，０



 

 

００円までの区分のもの並びに任期付職員給料

表の４号給及び５号給を受ける者 ５，０００

円 

００円までの区分のもの並びに任期付職員給料

表の４号給及び５号給を受ける者 ５，０００

円 

 ⑶ 行政職給料表の適用者で管理職手当額が６８

，０００円から６５，０００円までの区分のも

の、医療職給料表⑵の適用者で管理職手当額が

６９，０００円の区分のもの、消防職給料表の

適用者で管理職手当額が６８，０００円から６

５，０００円までの区分のもの及び任期付職員

給料表の１号給から３号給までを受ける者 ４

，０００円 

 ⑶ 行政職給料表の適用者で管理職手当額が６５

，０００円の区分のもの、医療職給料表⑵の適

用者で管理職手当額が６９，０００円の区分の

もの、消防職給料表の適用者で管理職手当額が

６５，０００円の区分のもの及び任期付職員給

料表の１号給から３号給までを受ける者 ４，

０００円 

２ 次に掲げる場合には、条例第２５条第２項の規

定による管理職員特別勤務手当を支給しない。こ

の場合において、職員がした同項の勤務は、同条

第１項の勤務とみなす。 

２ 条例第２５条第１項の勤務をした後、引き続い

て同条第２項の勤務をした指定管理職員（条例第

８条第１項に規定する指定管理職員をいう。）又

は特定任期付職員（任期付職員給与条例第７条第

１項に規定する特定任期付職員をいう。）には、

その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職

員特別勤務手当を支給しない。 

 ⑴ 条例第２５条第１項の勤務をした後、引き続

いて同条第２項の勤務をした場合 

 

 ⑵ 条例第２５条第２項の勤務をした後、引き続

いて同条第１項の勤務をした場合 

 

  

   附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


